
第９号議案 

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年ふ

じみ野市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

別表投票管理者の項及び期日前投票所の投票管理者の項を次のように改める。 

投票管理者  日額 １３，４００ 

日 額 （

従 事 す

る 時 間

が 投 票

時 間 の

２ 分 の

１ 以 内

の 場 合

） 

６，７００ 

 

期日前投票所の投票管理

者 

 日額 １１，２００ 

日 額 （

従 事 す

る 時 間

が 投 票

時 間 の

２ 分 の

１ 以 内

の 場 合

） 

５，６００ 

 

別表投票立会人の項及び期日前投票所の投票立会人の項を次のように改める。 

投票立会人  日額 １２，１００ 

６，０５０ 

 

日 額 （

従 事 す

る 時 間

が 投 票

時 間 の

２ 分 の

１ 以 内

の 場 合

） 



期日前投票所の投票立会

人 

 日額 ９，６００ 

日 額 （

従 事 す

る 時 間

が 投 票

時 間 の

２ 分 の

１ 以 内

の 場 合

） 

４，８００ 

 

別表こどもにやさしいまちづくり条例（仮称）策定委員会委員の項の次に次の

ように加える。 

児童発育・発達支援セン

ター運営審議会委員 

会長 日額 ５，４００ 

副会長・委員 日額 ４，０００ 

別表特別教育相談員の項を削り、同表いじめゼロ連絡協議会委員の項職名の欄

を次のように改める。 

いじめ見逃しゼロ連絡協

議会委員 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

  令和３年２月２２日提出 

 

ふじみ野市長 高 畑   博      

 

提案理由 

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項に規定する職の報

酬額を定めるため、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 


